
今月の主な内容 今月の主な内容 

第772号 

元気とやま！ 仕事と子育て両立支援企業をご紹介します！ 
　　　　　社会福祉法人 宣長康久会 
　　　　　株式会社 トナミデンタルラボラトリー 

「働き方改革」の実現に向けて 

4月からプラチナくるみん認定制度が始まります！ 

差別のない公正な採用選考を！ 

2015年 
2月号 

　優秀な人材の確保、育成、定着を図るためには、企業自らが、従業員のワーク・ライフ・バラン

ス（仕事と生活の調和）の実現に向けた取組みを実践することが重要です。 

　このたび、中小企業の管理職、人事労務担当者のみなさまに、ワーク・ライフ・バランスについ

ての理解を深めていただくため、標記研修会を開催します。ぜひご参加ください！  

～ 仕事と介護の両立について考えてみませんか？ ～ 

平成26年度 

の開催について 

ワーク・ライフ・バランス研修会  参加申込書 
参 加 者 氏 名  企業名・所属・役職 連　　絡　　先 

ＴＥＬ． 

ＴＥＬ． 

☆お申込みは、下記申込書（FAX・郵送）またはE-Mailで 

　富山県労働雇用課　教育福祉係 
　　　　〒９３０－８５０１　富山市新総曲輪１－７　薊０７６－４４４－３２５７ 

　　　　蕭０７６－４４４－４４０５　E-mail：arodokoyo@pref.toyama.lg.jp

【主催】 富山県 
【後援】 富山労働局、（一社）富山県経営者協会、富山県商工会議所連合会、富山県商工会連合会、 
 富山県中小企業団体中央会、富山経済同友会、日本労働組合総連合会富山県連合会、 
 （一社）富山県労働基準協会、富山県社会保険労務士会 

締切 ： 2月20日（金） 

日時 

場所 

対象 

内容 

平成27年2月27日（金）１４：００～１５：３０ 
富山県総合福祉会館「サンシップとやま」7階 研修室701 
（富山市安住町5－21　薊076－432－6141） 

県内企業の管理職、人事労務担当者 等 

講演『大介護時代を乗り切る働き方 
 　　　　～秘訣はワーク・ライフバランス～』 
 講師：深 堀 雅 史 氏（㈱ワーク・ライフバランス） 

※駐車台数に限りがございますので、公共交通機関でのご来場にご協力ください。 

参加費 
無料 

定員100名 
（先着順） 



（2） 労　働　と　や　ま 平成27年 2 月 

所在地：富山市 
業　種：老人福祉・介護事業 
職　員：９３名 

社会福祉法人 宣長康久会 

● ● ● ● ●  利 用 者 の 声  

元気とやま  仕事と子育て両立支援企業 ！ 平成26年度 元気とやま  仕事と子育て両立支援企業 ！ 
をご紹介します！ をご紹介します！ をご紹介します！ 

第　回 第　回 5

　子どもの笑顔を見るだけで幸せな気持ちになる
ものです。 
　当法人では、子どもを育てている、働くパパ・
ママを応援しています。仕事と子育てを両立し、
充実したライフワークを送っていただけるよう、
支援しています。現在も多くの職員が子育て支援
制度を利用し、生き生きと仕事をしています。 
 
 
☆仕事と子育てを両立しやすい職場環境づくり 
　従業員の仕事と子育ての両立支援のため、有給
で取得できる配偶者出産休暇制度（２日間）の整
備や、時間外労働の制限を行っています。 
　また、いつでも相談できる「出産子育て窓口」
を設置し、従業員の要望の聞き取りを行うなど、
仕事と子育ての両立支援について、特に配慮した
職場づくりに取り組んでおり、育児休業はもとよ
り介護休業についても、男女ともに取得できる環
境整備に努めています。 
　平成２５年には、腰痛予防対策モデル福祉施設に
県内初で指定されました。 

☆ワーク・ライフ・バランスの促進も！ 
　半日単位で取得できる年次有給休暇の整備だけ
でなく、連続５日間のリフレッシュ休暇制度も設け、
社員に理解と周知徹底を図っています。 
　また、外部・内部研修の参加を積極的に推進し、
職員の自己研鑽を応援しています。研修は全て就
業扱いとし、かかる費用は当苑で負担しており、
働きながら学べることで、職員の能力向上につな
がっています。 

☆今後の取組み 
　いつでも相談できる「出産子育て窓口」のみな
らず、「ワークライフバランスを実現するための

相談窓口」を設け、職員の多様な相談に応じてい
きたいと思っています。 
　また、相談には可能な限り柔軟に対応し、職員
が無理なく働き続けられる環境作りに努めていき
ます。 

宣長康久会の主な取組み 

　1歳になる子どもがいます。短時
間勤務で働いており、朝は1時間遅
く出社、帰りは30分早く帰宅して
います。30分早く帰宅できることで、

子どもとの時間が増えることはもちろん、
保育園の帰りに予防接種や診察等で医者
に行くことができ、助かっています。 
　産休に入る前に急に入院することになり、
職員の皆さんに迷惑をかけてしまい、す
ごく申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、

温かい言葉をかけてくださり、安心して入院生活を送
ることができました。 
　産前・産後、育児休暇と1年間十分に休むことがで
き、子どもの成長を見守ることができてよかったと思
います。復帰後は、よく熱を出したり、体調を崩した
りして半日で帰らせてもらう日が多くありましたが、
事情を話すと「大丈夫なんけ？」と心配してくださる
ので少し心が楽になります。 
　欲を言えば…有給を1時間なり2時間の時間単位で
使うことができるようになると、働く母親にとっては
とても嬉しいなぁと思います！ 
 
 
　私は、今2回目の短時間勤務制度
を利用して働いています。 
　第1子妊娠が判ってからすぐに、
体に負担のかかる業務を見直してい
ただき、業務内容の変更をしてくださいま
した。切迫流産になった際も十分に休暇
を取らせていただきました。第2子妊娠
時も、短時間勤務制度を利用していたお
かげで体への負担が軽減されました。 
　妊娠時特有のトラブルを経験しながらも、
産休に入るまで勤務できたので、産後も安心して働く
ことができる職場だと感じました。 
　復帰後1年間は、特に子どもの体調不良等で帰らせ
ていただいたり、お休みをいただくことも多かったの
ですが、同じ部署の皆さんの「帰られ。いいよ。」「お
子さん大丈夫だった？」の一言に救われました。 
　子どもに手のかかる期間ですが、短時間勤務制度を
利用させていただいていることで、体力的にも気持ち
にも余裕をもって接することができます。 
　妊娠時からの出産・子育て支援の取り組みがしっか
りあり、社員の皆様のご理解とご協力をいただきなが
ら働くことができる職場に感謝し、毎日を過ごしてい
ます。 

飯田さん 
介護士 

お子さんは１人 

小川さん 
栄養士 

お子さんは２人 



（3） 労　働　と　や　ま 平成27年 2 月 

所在地：砺波市 
業　種：歯科技工業 
職　員：３３名（男性１６名、女性１７名） 

株式会社 トナミデンタルラボラトリー 

● ● ● ● ●  利 用 者 の 声  

トナミデンタルラボラトリーの主な取組み 

　最初は歯科医院に就職しました。
数年勤務をしましたが、結婚と共に
勤務条件が合わずに退職することと
なりました。2人目の出産を経て、

勤務先を探していたところ、最初の勤務先の歯科医院
に出入りをしていた、㈱トナミデンタルラボラトリー
からのお誘いで、務めることになりました。 

　子どもを託児所にあずけて
いることで、長い時間勤務す
ることができないのですが、
勤務時間も合わせていただい
ています。また、子どもの発
熱など、急な場合にも対応し
ていただいています。 

 
 
　歯科技工士の学校を卒業してすぐ
に、㈱トナミデンタルラボラトリー
に就職しました。当時は慣れないせ
いもあり、仕事の量も多く、夜遅く
まで残業をすることになり大変でした。結婚を機に退
職も考えましたが、会社の希望で残ることにしました。 
　最初の出産の時には、会社の中での育児に対する制
度が決まっておらず、戸惑いましたが、社会労務士さ
んの指導のもとで、制度もできていきました。子育て
と働くことを同時にというのは大変ですが、頑張って
いこうと思っています。 

　当社は、業界の中では中堅の企業と言えると思
いますが、歯科技工士のなり手不足から、いかに
歯科技工士を確保するかということに前向きに取
り組んでいます。 
　その結果、女性や高齢者にも働きやすい環境を
目指し、取り組んでおります。特に小さいお子さ
んがおられる場合など、就業時間の考慮は必要不
可欠な条件と言えると思います。 
　高齢化社会に向けて、より優秀な歯科技工士を
たくさん育てることが、企業としての社会貢献に
つながると思います。 
 
 
☆仕事と子育てを両立しやすい職場環境づくり 
蘆育児休業取得率１００％（累計２名の実績あり） 
蘆配偶者出産休暇（２日、有給、１名取得） 
蘆時間単位で利用できる子の看護休暇 
蘆育児休業に関する制度周知のための社内研修 
蘆育児休業中や復帰前には総務担当者と顧問社労
士との３者面談を実施。本人の希望を配慮した
復帰を目指している。 

蘆パートから正社員への登用実績２名（今後も積
極的に計画中） 

　制度の充実はもちろんですが、少人数ならでは
の柔軟な対応と丁寧な説明を心がけ、社員が安心
して制度を利用できるようにしています。 

☆職場環境改善の取り組み 
蘆活発な社内委員会活動で顧客満足、業務効率、
環境改善に努めている。 
蘆社員のスキルアップ支援（月１回の社内研修他、
外部研修など） 

蘆年次有給休暇取得状況の「見える化」と声掛け
による取得促進の取組み 

蘆時間単位で取得できる年次有給休暇 
蘆フレックスタイム制の導入 
蘆早期退社の一斉呼びかけや時間を決めた消灯に
よる所定外労働時間削減の取組み 

蘆業界高水準の休日の確保（１２４日の休日・完全
週休２日制） 

蘆専門学生のインターンシップを充実した内容で
受入れ 

　従業員それぞれに合う時間帯での仕事や有給休
暇の取得などを、できるだけ支援し働きやすい環
境にします。 
　社内での仕事以外の活動、委員会、研修、朝礼
などで、人材教育の充実を図り、共に育つことを
目指していきます。 

☆今後の取組み 
　当社では「５Ｓ」※の取り組みを昨年からスター
トしていますが、中々定着せずに困っていました。
そこで、指導をしていただける会社を見つけて、
今年の始めから、再スタートしております。 
　５Ｓが定着すると、時間のムダもなくなり、よ
り生産効率が上がり、従来から行っている時間短
縮にもつながり、社員の方がより働きやすくなる
ようになると考えております。 
　今後も５Ｓの取り組みをしっかりとやっていき
たいと思っています。 

※５Ｓとは、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の５項目のこと 

岡部さん 
歯科技工士（架工課） 
お子さんは２人 

歯科技工士（架工課） 
お子さんは２人 

工藤さん 
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「働き方改革」の実現に向けて 

取組の詳細や、具体的な「働き方改革」に向けてのご相談など、お気軽にお問い合わせください。 

富山労働局　労働基準部　監督課　薊０７６－４３２－２７３０ 

　現在、日本国内では、デフレからの脱却に向けて経済の好循環を実現するため、労働者の意欲や能力が一層
発揮され、労働生産性を向上させていくことが重要な課題とされています。また、人口減少が進む中で、女性
をはじめとするすべての人々が、健康で安心して働くことができるよう、多様で柔軟な働き方を実現すること
も重要です。 
　富山県においては、平成２５年の労働者一人当たりの年間総実労働時間は１，８５２時間と、全国平均の１，７９２時間
より６０時間長く、また、平成２５年の年次有給休暇の取得率も４４．４９％と、全国平均（４８．８２％）より４ポイント
以上低い水準にとどまっています。 
　こうした状況を踏まえ、富山労働局（局長：吉田研一）では、「働き方改革」を実現するため、１月７日に「富
山労働局働き方改革推進本部」（本部長：富山労働局長）を設置しました。 

「働き方・休み方改善ポータルサイト」のアドレス 蜀http://work-holiday.mhlw.go.jp 

①  働き方改革に取り組む企業の「取組事例」の紹介 

②「働き方・休み方改善指標」による企業診断 

　　・企業診断の結果に基づき、対策を提案 

　　・提案内容に関連した取組を実施している企業の取組事例を紹介 

　また、富山労働局のホームページ（蜀http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）においても、順次
関連情報を掲載していく予定です。 

蘆労働者の心身の健康確保、仕事と生活の調和、女性の活躍推進等の観点から、個々の企業において、労
使の話し合いを通じ、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等を図り、長時間労働等を前提
とする雇用管理を見直す取組です。 

蘆「『日本再興戦略』改訂２０１４」（＊）においても、「新たに講ずべき具体的施策」として「働き方改革の実現」が
掲げられ、その具体策として「働き過ぎ防止のための取組強化」が明記されています。 

（＊平成２６年６月２４日閣議決定） 

蘆「まち・ひと・しごと創生法」（＊＊）の基本理念にも、「仕事と生活の調和を図ることができるよう環境の整
備を図ること」、「地域の特性を生かした（中略）魅力ある就業の機会の創出を図ること」が掲げられてお
り、働き方改革の実現に向けた取組は、これらにも資することとなります。 

（＊＊平成２６年法律第１３６号。平成２６年１１月２８日に施行） 

「働き方改革」の実現に向けて 

「働き方改革」とは― 

　また、富山労働局働き方改革推進本部においては、所定
外労働時間の削減、休暇の取得促進をはじめとした「働き
方の見直し」に向け、本部長が（一社）富山県経営者協会と
日本労働組合総連合会富山県連合会（連合富山）を訪問し
て要請書を手渡すなど、団体や企業への働きかけの強化に
取り組んでいます。 

　長時間労働の抑制や休暇の取得促進のためには、これまでの働き方を見直し、効率的な働き方を進めていく
ことが必要です。各々の企業において、長時間労働を前提としたこれまでの労働慣行を変え、定時退社や年次
有給休暇の取得促進等、それぞれの実情に応じた取組を通じ「働き方改革」を実現されますよう、お願い申し上
げます。 

　なお、厚生労働省では、このような企業の自主的な「働き方改革」を支援するため、「働き方・休み方改善ポ
ータルサイト」を開設しています。 
　ポータルサイトでは、働き方改革に取り組んでいる全国企業の「取組事例」を公表していますので、各々の企
業における「働き方改革」の実現に向けてご活用ください。 

１月３０日、富山県経営者協会にて １月３０日、連合富山にて 

主なコンテンツ 

「働き方改革」の実現に向けて 
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（　　　　） 

プラチナくるみん認定制度が 
始まります！！ 

　地域の活性化を応援し、人々を元気
にする仲間たち（富山県内では高岡市の
「利長くん」、砺波市の「チューリ君」、
小矢部市の「メルギューくん」）とコラ
ボもしています！ 

（※以下の基準以外にも複数の基準があります。また、従業員300人以下の企業の特例もあります。） 

○一般事業主行動計画の計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に

占める育児休業等を取得した者の割合が13％以上 

○計画期間において、子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職（育休中

を含む）している者の割合が90％以上 

○育児休業等を取得し又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう、能力の向上

やキャリア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施していること 

等 

プラチナくるみん認定、くるみん認定に関するお問い合わせは 

富山労働局雇用均等室（薊076－432－2740）まで 

プラチナくるみん認定基準 抜粋 

「プラチナくるみん」 
マーク 

「くるみん」マーク 

新しくなります 

　次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代法」という。）は、企業の

みなさま・国・地方公共団体に次代の社会を担う子どもの健全な育成

を支援するための計画を策定し、実行することを求めている法律です。 

　これまで、平成２７年３月３１日までの法律とされていましたが、平成

２６年４月に改正法が成立し、有効期限が平成37年3月31日まで10年

間延長されました。 

　次世代法では、一般事業主行動計画の策定・届出を行い、一定の基準を満たした企業を厚生

労働大臣が認定できることとしています。これまでの認定制度は、くるみん認定のみでしたが、

平成27年4月1日からは、新たにプラチナくるみん（特例）認定が始まります。 

　プラチナくるみん認定制度は、次世代育成支援対策に自主的に取り組んでいただける企業の

みなさまを応援するため、認定を取得した企業の一般事業主行動計画の策定義務に代えて、次

世代育成支援対策の実施状況を公表いただければよい制度となっています。プラチナくるみん

認定は、くるみん認定を受けたことのある企業のみなさまが申請・取得できます。 

４月か
ら 

プラチナくるみん認定制度が 
始まります！！ 

くるみんマークとプラチナくるみんマークは 
「子育てサポート企業」の証！ 

高岡市 
利長くん 

砺波市 
チューリ君 

小矢部市 
メルギューくん 

マントの色は12色あるよ。 

ピンク色、だいだい色、 
黄色、緑色、青色、紫色 
またはこれらの淡色 

企業のカラーに合った色を 
選択することができるよ。 
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～障害者実雇用率は１．８５％、達成企業割合は５４．７％～ 

「若者応援企業宣言」をしませんか？ 「若者応援企業宣言」をしませんか？ 

問合せ先 富山労働局  職業対策課　薊０７６－４３２－２７９３ 

平成２６年６月１日現在の障害者雇用状況 

（注） （　）内は、平成２５年６月１日現在の数値である。【　】内は、平成２６年６月１日現在の全国の数値である。 

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、１人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することを義務づ
けている事業主等から、毎年６月１日現在における障害者の雇用状況について報告を求めることとしており、
富山労働局では、平成２６年６月１日現在における同報告の集計結果をとりまとめました。 

 ○「若者応援企業宣言」事業とは 

　一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者（３５歳未満）の採用・育成に
積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業を「若
者応援企業」として、積極的にＰＲ等を行う事業です。 

 ○「若者応援企業宣言」をすると、どんなメリットがあるの？ 

 若者の職場定着が期待できます 
　ハローワークに提出される通常の求人情報に比べて、より詳細な企業情報・採用情報を公表できますの
で、御社の職場環境・雰囲気・業務内容がイメージしやすくなり、より適した人材の応募が見込まれ、採
用後の職場定着が期待できます。 
 貴社の魅力をアピールできます 
　労働局のホームページや、高校・大学等向けに定期的に発行している求人情報一覧票、就職面接会にお
いても、就職関連情報も含めた事業所ＰＲシートを公表しますので、御社の魅力を広くアピールできます。 
 就職面接会などへの参加機会が増えます 
　就職面接会などの開催について積極的にご案内しますので、若年求職者と接する機会が増え、より適し
た人材の採用が期待できます。 
「若者応援企業」を名乗ることができます 
　「若者応援企業」の名称を使用し、若者の育成・採用に積極的であることを対外的にアピールすること
ができます。 

◇雇用されている障害者数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 
　２．０％の法定雇用率が適用される一般の民間企業（算定基礎労働者数５０人以上規模の企業）において雇用さ
れている障害者の数は３，４１７．０人で、前年より１５０．０人増加した。 
　実雇用率は、１．８５％で前年を０．０５ポイント上回り、法定雇用率達成企業の割合は５４．７％で、前年を０．４ポイ
ント上回った。 

（法定雇用率：地方公共団体等２．３％、県教育委員会２．２％） 

一般の民間企業における雇用状況 

　富山県内の２７機関（県、市町、県・市教育委員会等）は、すべて法定雇用率を達成した。 

公的機関における在職状況 

（平成２６年６月１日現在） 

952 
（937） 

521 
（509） 

421 
（428） 

657 
（660） 

1,193 
（1,161） 

82 
（59） 

114 
（91） 
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（181,965.0） 
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～障害者実雇用率は１．８５％、達成企業割合は５４．７％～ 

若者の採用・育成に積極的な 
中小・中堅企業の皆さま 「若者応援企業宣言」をしませんか？ 

詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。 

「若者応援企業宣言」をしませんか？ 
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差別のない公正な採用選考を ！ 
　「就職」は、生活の安定や社会参加を通じての生きがいなど、生存していく上で極めて重大な意義をもっ
ているものです。 
　このため、就職に際して、雇用する側は差別のない公正な採用選考を行うことが必要です。 
　公正な採用選考とは、雇用主の皆様方が人権問題に対する正しい理解と認識を深めていただき、採用に
おいて「本人に責任のない事項」や「本来、自由であるべき事項」を基準とするのでなく、「職務を遂行する
ために必要な適性・能力」を基準として採否を決定していただくというものです。雇用主の皆様方には、
応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考の実施にむけて、積極的な取組みをお願いいたします。 

採用方針・採用計画について 

◆採用方針・採用計画が合理的に決めら
れていますか。 

◆求人条件に適合するすべての人が応募できる原則
が確立されていますか。 

◆本人の適性・能力以外のことを採用の条件として
いませんか。 

◆高齢者、障害者、外国籍の人など特定の人を排除
していませんか。 

 
 
 
◆職務遂行能力を条件とした公正な基準、
公正な評価方法がとられていますか。 

◆応募者の基本的人権を尊重する体制がとられてい
ますか。 

◆応募者の適性と長所を見出すための配慮がされて
いますか。 

◆合理的・客観的に必要性のない健康診断を実施し
ていませんか。 

 
 
 
◆求人票、求人要領は、採用方針、採用
計画等に基づき、正しく記載されていますか。 
◆次のような応募書類が定められていますが、こう
した様式以外の応募書類を要求していませんか。 

　（社用紙、エントリーシート等に次の様式に定めら
れていない項目がないか、内容を確認してください。） 

藺新規中学校卒業予定者については、全国的に定め
られた「職業相談票（乙）」 

藺新規高等学校卒業予定者については、厚生労働省・
文部科学省・全国高等学校長協会が協議して定め
た「全国高等学校統一応募用紙」 

藺専修学校、高等専門学校、短期大学、大学の新規
卒業予定者については、厚生労働省において「新
規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例」を示
していますので、これに基づいた応募社用紙（履
歴書、自己紹介書）、または、ＪＩＳ規格の様式例に
基づいた履歴書 

藺一般求職者（新規学校卒業予定者以外の応募者）に
ついては、ＪＩＳ規格の様式例に基づいた履歴書 

◆戸籍謄（抄）本、住民票謄（抄）本を要求したり、本
籍等就職差別につながるおそれのある事項を調査
したりしていませんか。 

◆面接によって判断する目的が明らかに
なっていますか。 

◆募集する職務等に応じ、応募者本人の適性や能力
が客観的に判断できる方法、基準が確立されてい
ますか。 
◆面接担当者には、適切な人が選定されていますか。 
　（面接技術、観察力、ことばが明瞭、偏見がない、
感情に左右されない等。） 

◆質問内容などについて、応募者の基本的人権が十
分に尊重されているかどうか、十分検討がなされ
ていますか。 

不適切な質問の例  

  本人に責任のない事柄 

■家族の状況 
藺あなたの家族はどこに勤められていますか。 
藺あなたの家族構成を言ってください。 
藺あなたの両親は共働きですか。　　　　　　など 

■本籍・住所 
藺あなたの本籍地はどこですか。 
藺お父さん（お母さん）の出身地はどこですか。 
藺昔から今の場所に住んでいるのですか。　　など 

  本来、自由であるべきもの 

■思想・信条 
藺尊敬する人物を言ってください。 
藺書物や雑誌などはどんなものを読んでいますか。 
藺あなたは何新聞を読んでいますか。 
藺家の宗教は何ですか。　　　　　　　　　　など 

  女性に限定したもの 

藺結婚や出産しても働き続けることはできますか。 
藺つきあっている人はいますか。　　　　　　など 

チェ
ックポイントチェ
ックポイント

面接について チェ
ックポイントチェ
ックポイント

選考基準・選考方法について チェ
ックポイントチェ
ックポイント

募集・応募書類について チェ
ックポイントチェ
ックポイント

差別のない公正な採用選考を ！ 

富 山 労 働 局 職 業 安 定 部  

公共職業安定所（ハローワーク） 

富山県生活環境文化部県民生活課 

富 山 県 商 工 労 働 部 労 働 雇 用 課  

富 山 県 教 育 委 員 会 県 立 学 校 課  

　「就職」は、生活の安定や社会参加を通じての生きがいなど、生存していく上で極めて重大な意義をもっ
ているものです。 
　このため、就職に際して、雇用する側は差別のない公正な採用選考を行うことが必要です。 
　公正な採用選考とは、雇用主の皆様方が人権問題に対する正しい理解と認識を深めていただき、採用に
おいて「本人に責任のない事項」や「本来、自由であるべき事項」を基準とするのでなく、「職務を遂行する
ために必要な適性・能力」を基準として採否を決定していただくというものです。雇用主の皆様方には、
応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考の実施にむけて、積極的な取組みをお願いいたします。 
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賃貸ブース・ 
会議室を 
　お探しの方！ 

中小企業支援ブース 

　富山県では、東京富山会館内に 
①県内中小企業の皆さまの事業展開支援のための賃貸ブース 
②様々な会議や催し物に対応するための会議室 
を設置しています。 
　東京富山会館は、東京都文京区（都営地下鉄三田線「白山駅」
より徒歩３分）にあり、交通の利便性に優れています。 
　支店や営業所、販路開拓などの際の活動拠点として、また
商談や打合せの場として、是非ご利用ください。 

室　名 

５０１ 会議室 

５０２ 会議室 

５０３ 会議室 

大会議室 
（５０１～５０３） 

 ６３ ２４ １０，８００ １０，８００ ３，６００ 

 ５１ ２４ ８，４００ ８，４００ ２，８００ 

 ６１ ２４ １０，８００ １０，８００ ３，６００ 

 １７５ １００ ２２，８００ ２２，８００ ７，６００ 

面積 
（㎡） 

定員 
（人） 

利用時間区分による金額（円） 

９時～１２時 １３時～１６時 
超過時間１時間の 
金額（円） 

■募集室数：１ブース（広さは１坪程度） 

■設　　備：机、椅子、電話（ＦＡＸ付き） 

■料　　金：３０，９００円／月（消費税込み） 

■そ の 他：敷金、保証金は無し 

1

会　議　室（最大100名まで利用可能） 

■利用料金等 

2
※下記金額のほか消費税を徴収する。 

東京で 

東京富山会館  案内図 

東京富山会館 ★ 

■利用時間：月曜から金曜まで（９：００～１７：００） 
　　　　　　土、日曜日、祝祭日及び年末年始は休館 

■所 在 地：東京都文京区白山５－１－３－１０１　東京富山会館ビル５階 

■アクセス：都営地下鉄三田線「白山駅」より徒歩３分 

問合せ先 ○中小企業支援ブース 
　　　　　　富山県首都圏本部 薊０３－５２１２－９０３０　蕭０３－５２１２－９０２９ 

○会議室　　一般財団法人 富山会館 薊０３－３８１６－３２６５　蕭０３－３８１５－７４１０ 

17

301

301

452

455

白山下 

白山上 

向丘 
二丁目 

都営三田線 
「白山駅」 

白
山
通
り
 

←
巣
鴨
 

千駄
木→
 

京華高校 
● 

小石川 
植物園 
● 

●京華学園 
　京華商業高校 

水
道
橋
↓ 

賃貸ブース・ 
会議室を 
　お探しの方！ 
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●あっせんの特長 

１）無料です。 
２）公益委員、労働者委員、使
用者委員各１名の３名があ
っせん員となって、公平に
行われます。 

３）あっせんは、あっせん員が
労使双方から別々に話を聴
いて進められます。お互い
が直接対峙するものではあ
りません。 

４）非公開です。当事者の名前
も公表されません。もちろ
ん秘密は厳守されます。 

職場でのトラブル　　　相談会 

●個別労働関係紛争のあっせん・相談について 

　富山県労働委員会は、解雇、賃金引下げなどさまざまな労働紛争の
解決を図る県の行政機関で、公益委員（弁護士など）、労働者委員（労
組役員など）、使用者委員（企業経営者など）から構成されています。 
　あっせんは、労使双方の言い分を聞いて合意点を探り、お互いの歩
み寄りによる解決を図る制度です。利用できる方は、富山県内に所在
する事業所の労働者及び事業主です。正社員だけでなく、派遣社員、
契約社員、パート、アルバイトの方も利用できます。 
　また、当委員会では、事務局職員が随時、労使関係のトラブルに関
する相談を受付してるほか、毎月１回、労働委員会委員が直接相談に
応じ、事案に応じてあっせんをはじめとした紛争解決方法などの助言
を行っています。 

　解雇や、労働条件の切り下げなど、労使間のトラブルで
お悩みではありませんか。 
　富山県労働委員会では、無料相談会を開催し、あなたの
トラブル解決に向けて、親身にアドバイスします。 
　利用は無料。秘密は厳守されます。 

日時：3月7日（土） 
　　　午前１０時～午後３時 

会場：ボルファートとやま 3階 
　　　（富山市奥田新町８－１） 

対象：県内事業所の労働者と 
　　　事業主のみなさん 
 
　※予約不要です。 
　　直接会場にお越しください。 

富山県労働委員会事務局　薊０７６－４４４－２１７２ 
　　　○時間：毎週月～金曜日（祝日は除く）８：３０～１７：１５ 
　　　○場所：富山市舟橋北町４－１９　富山県森林水産会館５階 

問合せ先 

区　　　分 開 催 日  時　　間 場　　　所 

一 般 労 働 相 談  
県　庁 毎週月～金曜 ８：３０～１７：００ 県労働雇用課 

県西部（予約制） 毎月第２火曜 １３：３０～１５：３０ 高岡市役所 

県庁 又は 県西部 毎月第３火曜 １３：３０～１５：３０
 県労働雇用課 

   高岡市役所 

弁護士特別労働相談 
（予約制） 

Ｅ メ ー ル 労 働 相 談  常時受付　roudousoudan@esp.pref.toyama.lg.jp

労働相談のお知らせ 
富山県では下記のとおり労働問題全般（求職相談除く） 
についての相談に応じています。 

相談
無料
 

秘密
厳守！

 

問合せ先 富山県労働雇用課　　労働相談ダイヤル　薊０７６－４４４－９０００ 

　なお、下記ＨＰにて労働相談で寄せられる相談事例をもとに、労働法などの知識を楽しくおぼえる
クイズを公開しています。是非お試しください！ 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/kj00004979-005-01.html

妊娠を理由に嫌がらせをされた 

突然解雇されたが納得ができない 

残業代を払ってもらえない 

無 料 

お気軽に
 

ご相談く
ださい 
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注　１）最低賃金の算定に当たっては、「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」、「時間外手当」及び「賞与」などを除
きます。 

２）特定最低賃金では、上記の適用除外業務のほか、「年齢が１８歳未満又は６５歳以上の者」、「雇入れ後６月未満の
者であって、技能習得中の者」及び「清掃又は片付けの業務に主として従事する者」が適用除外され、富山県最
低賃金（地域別）が適用されます。 

※　富山県（地域別）最低賃金と特定（産業別）最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低
賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。従って、「富山県洋紙、板紙、学用紙製品製造業最低賃金（時間額７０５
円、日額５，６３７円）」が適用される労働者については、富山県（地域別）最低賃金の金額以上の賃金を支払わなければな
りません。 

最低賃金の種類 

富山県最低賃金 
（地域別） 

特

定

（

産

業

別

）

最

低

賃

金 

 時間額（日額） 
（発効年月日） 

705円 
（５，６３７円） 
（Ｈ７．１１．２４） 

753円 
（６，０２４円） 
（Ｈ１０．１２．２６） 

779円 
（Ｈ２５．１２．２８） 

820円 
（Ｈ２６．１１．１９） 

760円 
（Ｈ２６．１２．１１） 

790円 
（Ｈ２６．１１．１５） 

769円 
（Ｈ２３．１．２０） 

728円 
（Ｈ２６．１０．１） 

適用除外の業務 

富山県の最低賃金一覧表 

洋紙製造業、板紙製造業（黄板紙製造業を除く。） 及び
学用紙製品製造業 
 
 

高炉によらない製鉄業又は製鋼・製鋼圧延業 
 

（１）アルミニウム第２次製錬・精製業（アルミニウム合金製
造業を含む） （２）アルミニウム・同合金圧延業（抽伸、押出
を含む） （３）アルミニウム・同合金鋳物製造業（ダイカストを
除く） （４）アルミニウム・同合金ダイカスト製造業　（５）金属
製サッシ・ドア製造業　（６）建築用金属製品製造業（サッシ，
ドア，建築用金物を除く） （７）アルミニウム・同合金プレス製
品製造業　（８）（１）から（７）までに掲げる産業において管
理，補助的経済活動を行う事業所　（９）純粋持株会社（管
理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）から（７）
までに掲げる産業に分類されるものに限る。） 

（１）玉軸受・ころ軸受製造業　（２）他に分類されないはん
用機械・装置製造業　（３）トラクタ製造業　（４）金属工作
機械製造業　（５）機械工具製造業（粉末や金業を除く） 
（６）ロボット製造業　（７）自動車・同附属品製造業（自動
車製造業（二輪自動車を含む）を除く。） （８）（１）から（７）
までに掲げる産業において管理，補助的経済活動を行う事
業所　（９）純粋持株会社（管理する全子会社を通じての
主要な経済活動が（１）から（７）までに掲げる産業に分類さ
れるものに限る。） 

（１）電子部品・デバイス・電子回路製造業　（２）電気機械
器具製造業（電球・電気照明器具製造業、電気計測器製
造業及びこれらの産業において管理，補助的経済活動を
行う事業所を除く。） （３）情報通信機械器具製造業（電
子計算機・同附属装置製造業及び当該産業において管理，
補助的経済活動を行う事業所を除く。） （４）純粋持株会
社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が（１）
から（３）までに掲げる産業に分類されるものに限る。） 

百貨店，総合スーパー、当該産業において管理，補助的経
済活動を行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子
会社を通じての主要な経済活動が百貨店，総合スーパー
に分類されるものに限る。） 

自動車（新車）小売業、当該産業において管理，補助的経
済活動を行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子
会社を通じての主要な経済活動が自動車（新車）小売業
に分類されるものに限る。） 

洋紙、板紙、学用紙
製品製造業最低賃金 

（下記※参照） 

高炉によらない製鉄、
製鋼・製鋼圧延業最低
賃金 

アルミニウム第２次製錬・
精製業、アルミニウム・
同合金圧延業、アルミ
ニウム・同合金鋳物、
アルミニウム・同合金ダ
イカスト、金属製サッシ・
ドア、建築用金属製品、
アルミニウム・同合金プ
レス製品製造業最低
賃金 

玉軸受・ころ軸受、他
に分類されないはん用
機械・装置、トラクタ、
金属工作機械、機械
工具、ロボット、自動
車・同附属品製造業最
低賃金 

 

 

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械
器具、情報通信機械
器具製造業最低賃金 

 

 

百貨店，総合スーパー
最低賃金 

 

自動車（新車）小売業
最低賃金 

富山県内で働くすべての労働者と使用者
に適用されます。 
   ただし、下表に掲げる産業の労働者と使用者は、 
   該当する産業別の最低賃金が適用されます。 

手作業による梱包、レッテ
ルはり、捺印、選別、検査
又は雑役の業務 

賄い、湯沸かし又は簡単な
運搬の業務 

手作業により又は手工具
若しくは小型手持動力機
を用いて行う包装、袋詰め、
箱詰め、洗浄、バリ取り、巻
線、組線、かしめ、穴あけ、
取付け、検数、選別、はん
だ付け又は塗装若しくはメ
ッキのマスキング・さび止め
処理の業務 

手作業により又は手工具
若しくは小型手持動力機
を用いて行う包装、洗浄、
バリ取り、組付け、袋詰め、
箱詰め、選別又は検査の
業務、賄いの業務 

手作業により又は手工具若
しくは小型動力機を用いて
行う組線、巻線、かしめ、取
付け、バリ取り、洗浄、刻印
打ち、検査、選別、レッテル
はり、包装、袋詰め、箱詰め、
捺印、塗装、スポット溶接、パ
ーツ挿入及び乾燥の業務 

 

賄い、湯沸かし、洗車、ワッ
クスがけ又は塗装のマスキ
ング・さび止め処理の業務 

適　用　範　囲 

◎詳しいことは、富山労働局賃金室 又は富山、高岡、魚津、砺波の各労働基準監督署にお尋ねください。 

（ ） 
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　富山県技術専門学院では、離転職者で再就職を希望している方などを対象に、専門的な知識と技能
を習得して、訓練内容に関連した職種に就職を希望する方を次のとおり募集します。 
　訓練内容や応募方法等詳細については、各施設へお問い合わせください。 

再就職のための職業訓練コース 

訓練内容や応募方法等詳細については、各施設へお問い合わせください。 

4月～8月開講分 
富山県技術専門学院 

こんな訓練も受講できます！ 

◇金属加工科・木材加工科に加えて、新たに、環境エネルギー設備科・エコ住宅リフォーム科で実施 
◇施設内で基礎的訓練＋ものづくり企業で実践的実習 

ものづくり企業で実習ができます 企業実習付コース 

訓練生募集のご案内  訓練生募集のご案内  

金 属 加 工 科  

　企業実習付コース １０ １年 ４月 ２／２赭～ ３／１０赱 
　　　　　（３９歳以下の方） 

造 園 管 理 科  ２０ ６ヶ月 ４月 ２／２赭～ ３／１７赱 

環境エネルギー設備科 ２０ １年 ４月 ２／６趁～ ３／６趁 

　　企業実習付コース １０ 
１年 ４月 ２／２赭～ ３／１７赱

 
　　　　　（３９歳以下の方） 

　一般コース １０ 

木 材 加 工 科  

　企業実習付コース １０ １年 
６月 ４／７赱～ ５／１９赱

 
　　　　　（３９歳以下の方） 

　一般コース １０ ６ヶ月 

Ｏ Ａ 事 務 科  

　販売事務コース ２０ 
４ヶ月

 ４月 ２／１７赱～ ３／１７赱 

　経理実践コース ２０  ７月 ６／２赱～ ７／２趁 

エコ住宅リフォーム科 

　　企業実習付コース １０ １年 
４月 ２／２３赭～ ３／３０赭 

　一般コース １０ ６ヶ月 

ビ ジ ネ ス 実 務 科  

　パソコン・経理コース ２０ ４ヶ月 ４月 ２／２３赭～ ３／３０赭 

　会計実務コース １０ ３ヶ月 ８月 ６／１９趙～ ８／４赱 

介 護 サ ー ビ ス 科  ２０ ２ヶ月 ５月 ３／２７趙～ ５／８趙 

パ ソ コ ン 事 務 科  １０ ４ヶ月 ４月 ２／１６赭～ ３／３０赭 

簿 記 ・ 会 計 科  １０ ４ヶ月 ８月 ６／１赭～ ７／２２赳 

介 護 サ ー ビ ス 科  ２０ ２ヶ月 ５月 ３／２３赭～ ５／８趙 

技 術 専 門 学 院  
【本　校】 
〒９３０－０９１６ 
富山市向新庄町１－１４－４８ 
薊０７６－４５１－３５０４ 
蕭０７６－４５１－８８４２ 

施 設 名  訓 練 科 目  定員 訓練期間 入校時期 募 集 期 間  

【新川センター】 
〒９３８－００３１ 
黒部市三日市１０ 
薊０７６５－５２－０２５１ 
蕭０７６５－５２－０２６３ 

【砺波センター】 
〒９３９－１５３２ 
南砺市寺家３０１－１ 
薊０７６３－２２－３１５２ 
蕭０７６３－２２－６３１０ 

こんな訓練も受講できます！ 

新 

新 
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◆詳細については、当センター又は各公共職業安定所窓口へお問い合わせください。 

「労働とやま」は、ホームページからもご覧いただけます蜀http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/kj00005005.html

年　月 全　産　業 
月 平 均 賃 金（規模３０人以上） 労働異動率 

製　造　業 製　造　業 
定　期 特　別 定　期 特　別 入職率 離職率 

職 業 紹 介 状 況（季節調整値） 
有　　　　　　効 

求人数 求職者数 求人倍率 
就職件数 

　「職業紹介状況の年欄は年度合計を表す。また同欄は「パートを含み ,学卒を除く」の数値を使用。資料は、県統計調査課 
「毎月勤労統計調査地方調査月報」、富山労働局職業安定課「労働市場速報」による。 

   円 円 円 円 ％ ％ 人 人 
 ２１  ２６３，４０９ ４８，９５７ ２７２，４４５ ４８，７５８ １．０５ １．３２ １５４，７１２ ３０１，８９７ ０．５１ ２５，００２ 
 ２２  ２６２，３４１ ４９，６０７ ２８１，１２７ ５６，８２０ ０．９３ ０．８８ １９３，４３５ ２５８，６３７ ０．７５ ２６，５５７ 
 ２３  ２６３，７４１ ５３，７９３ ２８５，６８９ ６４，５４２ ０．８７ ０．９３ ２２１，５１２ ２４５，６７１ ０．９０ ２６，２２０ 
 ２４  ２７１，０６９ ５５，８０７ ２９６，０４５ ６６，８３８ ０．９１ ０．８７ ２３９，７１２ ２４１，６０６ ０．９９ ２５，７２９ 
 ２５  ２７１，７７６ ５８，３９５ ２９７，２３８ ７２，１２４ ０．８５ ０．８５ ２６９，９５８ ２２２，４７３ １．２１ ２４，５９４ 
 ２６ ６ ２７１，８２２ １７１，０４６ ２９９，４９９ １６８，８１７ ０．９９ １．５４ ２４，１５１ １７，０２４ １．４２ ２，０００ 
  ７ ２７３，０３４ １６５，８６６ ３０３，８４３ ２９３，６２６ ０．６６ １．１０ ２３，４０８ １７，０２７ １．３７ １，８２８ 
  ８ ２７２，３６０ ５，８６１ ３０３，５１１ ３，６８７ ０．７０ １．１１ ２３，２１５ １７，３６８ １．３４ １，５４３ 
  ９ ２７３，９５４ ２９８ ３０６，５２７ ６５ ０．４８ ０．７０ ２２，９２９ １７，４２３ １．３２ １，９２５ 
  １０ ２７４，５０４ ８９２ ３０３，７９０ ２３８ ０．７２ １．２８ ２２，８６６ １７，１８６ １．３３ ２，００５ 
  １１ － － － － － － ２３，５４６ １６，９８９ １．３９ １，５８４ 

富 山 県 労 働 経 済 指 標  

発 行：富山県商工労働部労働雇用課 

平成２７年度（４月入所） ポリテクセンター富山 

　本訓練は、離職した方または転職を希望する方が、早期に再就職できるよう実践的な知識と技能
を習得することを目的としています。平成２７年度４月の開講コースは次の４コースです。 

 
 

ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科 
 
 
 
 

機 械 加 工 技 術 科  
 
 
 

テクニカルメタルワーク科 
 
 

電 気 設 備 工 事 科  

 
 

２０ 
 
 
 
 

１５ 
 
 
 

１５ 
 
 

１８ 

ＩＴ化された「ものづくり」に対応できる人材（ＣＡＤ／ＣＡＭオペレータ・ＮＣオペレータ等）
を養成する。機械製図に関する知識を学ぶとともに、ＣＡＤを用いた機械図面作成、３次
元ＣＡＤによる立体的な形状作成およびＣＡＭによる加工データの作成に要する技能や知
識を習得する。基本的な機械加工法（旋盤・フライス盤）とマシニングセンタ、ターニング
センタ等のＮＣ工作機械に関する技能と技術を習得する。 

機械加工に関する実践的技能と技術を習得し、産業基盤となる「ものづくり」に携わる人
材を養成する。機械加工に関する幅広い知識を学ぶとともに、汎用工作機械による高精
度かつ効率的な加工に要する技能や知識を習得する。また、各種ＮＣ工作機械のプログ
ラミング・加工方法およびＣＡＤ／ＣＡＭによる応用的な加工方法に関する技能と技術を習
得する。 

被覆アーク溶接、半自動アーク溶接による鉄鋼材の各種溶接施工・段取り作業に関する
知識と技能を習得し、併せてステンレス鋼、アルミニウム合金の溶接と溶接構造物の試験・
検査および溶接施工の管理・監督ができる知識と技能を習得する。 

電気設備、自動火災報知設備、通信設備の工事・保守に必要な技能と知識を習得する。
また、生産機械の制御およびそれらの操作を行う制御盤の加工、配線に関する知識を学び、
電気工事事業をはじめ、制御盤製造等の職務内容に対応できる技能と知識を習得する。 

訓　練　科　名 定員 訓 　 練 　 内 　 容  

募集期間蜷３月５日（木）まで 
選 考 日蜷３月１２日（木） 
訓練期間蜷４月３日（金）～９月３０日（水）〔６ヶ月〕 
応募資格蜷雇用保険受給者等の求職者で、強く再就職を希望され、意識・技能・技術の習得に意欲の 
　　　　　ある方で、公共職業安定所長の受講指示、受講推薦等を受けられる方。 

職業訓練受講生募集のお知らせ 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 

富山職業能力開発促進センター（ポリテクセンター富山）訓練課受講者第一係 

　　　〒９３３－０９８２　高岡市八ヶ５５　薊０７６６－２８－６９０２（直通）　蕭０７６６－２３－６４４５ 

　　　ホームページ蜀 http://www3.jeed.or.jp/toyama/poly/

問合せ先 


